（令和９年４月１日開園予定）
認可保育所整備事業者募集　エントリーシート

令和　　年　　月　　日
　千　葉　市　長　様


法人の名称　

法人の所在地　

代表者の職氏名　

令和９年４月１日開園予定の「認可保育所整備事業者募集要項」に規定される応募資格に該当することを十分確認し、要項に示される募集の概要その他の内容を理解のうえ、指定の期日までに必要書類を添えて、「認可保育所整備事業申請書」を提出します。

１．応募資格の確認
	
	応　募　資　格
	チェック

	①
	「認可保育所整備事業者募集要項」(以下募集要項)「２　認可保育所の整備について」（１）運営主体の条件を満たしている。
	☐
	②
	計画する保育施設の整備内容が、募集要項及び別添に記載の基準を満たしている。
	☐
	③
	募集要項に記載しているスケジュールに則り、令和９月４月１日に開園できる計画であること。
	☐
	④
	その他、募集要項及び別添の内容をすべて確認し、理解している。
	☐



２．申請する整備計画（募集地域・整備区分・不動産権利状況は該当番号を○で囲むこと）
	募集地域
	ＪＲ西千葉駅周辺１ｋｍ圏内

	予定定員規模
（人）
	0歳
	1歳
	2歳
	3歳
	4歳
	5歳
	定員合計

	
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人

	予定地(住所)
	

	整備に関する
情報
	整備区分
	１．補助型　２．自主整備型
	整備施設
延床面積
	　　　　　　　　　㎡　

	
	不動産
権利状況
	１．自己所有　２．所有予定　３．貸与を受けている　４．今後貸与を受ける予定　
※内装改修による整備の場合は建物の権利状況、建物を新築する場合は土地の権利状況について記載してください。




（裏面あり）



３．確認事項
	No
	確　認　事　項
	はい
	いいえ

	①
	整備予定地から一定の範囲内に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）」の適用を受ける施設が無いことを確認している。
	☐	☐
	②
	保育室から建物の外までの経路が重複しないよう、２方向の避難経路が確保できる。
	☐	☐
	③
	（施設の延床面積が200㎡を超える場合）建物用途を建築基準法における「特殊建築物（保育所）」に変更することが可能である。
	☐	☐
	④
	（既存施設を利用する場合）建築確認済証及び確認申請書の写し、検査済証の写しを提出できる。
	☐	☐
	⑤
	（既存施設を利用する場合）吹付けアスベストが不使用、又は除去等の措置済みであること。（平成９年度以降に竣工した建物は除く）
	☐	☐
	⑥
	当該物件は10年以上の賃貸借契約が締結できることを物件所有者に確認している。
	☐	☐
	⑦
	調理室の設置にあたり、物件所有者から火器を使用する旨を説明し、承諾を得ている。
	☐	☐
	⑧
	（定員60人以上の場合）満２歳以上の児童一人につき3.3㎡以上の専用の屋外遊戯場を設ける予定である。（※整備する場合の面積：　　　　㎡）
	☐	☐
	⑨
	No.⑧で「はい」を選んだ場合、この設問は回答不要です。
（定員59人以下の場合）屋外遊戯場を設けない場合（近隣の代替公園を利用予定であり、便所及び手洗い場が設置されていることを確認している。
（※代替公園：　　　　　　）
	☐	☐
	⑩
	送迎用駐車場及び駐輪場を整備する予定である。
※整備する場合の台数（駐車場：　　台、駐輪場：　　台）
	☐	☐

　　※必要に応じて、上記事項の確認をさせていただく場合がございます。

４．添付資料
①整備予定地の位置
②整備予定地の配置図・平面図（物件概要がわかるもので代替も可）
　　③その他必要と思われる書類

【問い合わせ先】
法人名　：
担当者名：
連絡先（電話番号・メールアドレス）
電話番号：
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：




